
教員の負担軽減と働き方改革を求める意見書 

 

 長時間勤務の常態化が指摘される学校現場で、教員の働き方を見直す機運が高まっている。文

科省調査によると小学校教員の約３４％、中学校教員の約５８％が週あたり６０時間以上の勤務

を行っている。一ヶ月に換算すると、過労死ラインの８０時間を超え、教員の多忙化･激務化は数

字の上でも明らかとなっており改善が求められる。 

中央教育審議会｢学校における働き方改革特別部会｣が８月にまとめた緊急提言では、教育委員

会や学校長に教員の勤務時間管理の徹底を求めたことで、今後整備が進むことが期待される。本

市においても教員の出退勤管理にＩＣカードを用いているが、教員の在校時間が増加してきた背

景や原因を認識し教員の本務が果たされるよう対策をとらなければ働き方の抜本的な改善にはつ

ながらない。 

例えば、発達上の課題をもつ児童を支える指導への対応や価値観の多様化への対応、新学習指

導要領における教科としての道徳や英語への対応、校務や中学校での部活動指導など多岐にわた

っており、子どもの学力をつけ成長させるという教員本来の授業や生徒指導に専念できる環境を

第一義にすることが必要である。 

子ども達に行き届いた教育を進めるためにも少人数学級や教員の基礎定数の改善など学校現場

の実態に基づき、教育の充実につながる早急な対策が講じられなければならない。 

また、教員の超過勤務については職務と勤務態様の特殊性により昭和４６年に成立した「教職

員給与特別措置法」（給特法）によって給与額の４％が調整額として支給されている。そのため、

時間外や休日等の勤務時間外に正規の仕事をしても勤務手当は一切支給されていない。法律が定

められた時期の職務内容や勤務を取り巻く状況は様変わりし今の社会状況に合わなくなっている。 

 よって国においては、教員の過密労働の改善と負担軽減のための施策と教員基礎定数の抜本的

改善を図られるよう求める。 

記 

１ 「学校における働き方改革に係る緊急提言」に基づく市町村や教育委員会への指導を徹底す

ること 

２ 給特法を見直し一般公務員と同様に超過勤務手当や休日勤務手当の支給を検討すること 

３ 教職員定数改善計画の早期策定を行ない、学級編制の標準の引下げを行うとともに、加配定

数の基礎定数化を含む教職員定数の充実を図ること 

４ 「文部科学省の部活動指導参考例」に沿った指導が行われるよう周知と指導をすること 

以上、地方自治法第９９条の規定にもとづき意見書を提出する。 
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